
市道路面清掃業務委託仕様書

（適用範囲）

第１条 この仕様書は、市道路面清掃業務委託に適用する。

２ この仕様書に定めない事項については、委託者の指示によるものとする。

（着手書類）

第２条 受託業者は、次の各号に定める書類を作成し、委託者の承認を受けなければならない。

(1) 着手届

(2) 工程表

(3) 管理技術者等選任届

(4) その他必要な書類

（委託業務の実施）

第３条 受託業者は、委託業務を実施するときは、あらかじめ実施の日時及び場所をその都度委託者に

報告するとともに、委託者の承諾を受けなければならない。

（委託業務の確認）

第４条 受託者は、前条の委託業務を実施したときは、その都度委託者に報告するとともに、委託

業務実施日報（以下「日報」という。）を提出し、実施結果の確認を受けるものとする。

２ 受託業者は、前項の規定に基づく日報を提出するときは、委託業務実施中の写真を添付しな

ければならない。

（交通安全管理等）

第５条 受託業者は、委託業務を実施するに当っては、作業中の交通安全対策について委託者及び

所轄警察署と充分協議するとともに、次の措置を講じなければならない。

（1） 作業中の作業用車両には、一般走行車両と識別できるように作業回転灯を点灯すること。

（2） 作業員は、安全チョッキ、ヘルメット等を着用し、危険防止を図ること。

（3） その他必要な措置

（部分払い）

第６条 部分払いについては、出来形が７割以上となったとき、業務出来形調書を提出し委託者が確

認し受理後、支払いを請求することができる。委託者は請求を受けてから３０日以内に支払わ

なければならない。ただし請負金額が１００万円以上の場合に限るものとし、支払い額は出来

形の範囲内とする。

（塵埃物等の処理）

第７条 受託業者は、路面清掃により生じた土砂及び塵埃等を廃棄するときは、委託者の承認を得た

場所に廃棄するものとする。

（監督員の指示）

第８条 受託業者は、受託業務を実施するときは、委託者が指定する職員の指示に従わなければな

らない。

第9条 履行期限は令和8年3月13日とする。


